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ハウジングサービス約款 
 
第１章 総則 
第１条（約款の適用） 
１．このハウジングサービス約款（以下、「本ハウジング約款」といいます）は、ハウジン

グサービス（以下、本ハウジング約款およびハウジングサービスのオプションサービ

スの約款において「基本サービス」といいます）およびそのオプションサービスに適

用されるサービス別約款であり、第３章のみがオプション約款、第３章以外がサービ

ス基本約款です。 
 
第２条（サービスの種類・品目・内容） 
１．基本サービスおよびそのオプションサービス（以下、併せて「本ハウジングサービス」

といいます）の種類、品目および内容は、以下のとおりです。 
種類 品目 内容 

ハウジングサービス 

（基本サービス） 

 

 

 

ラックプラン 

1/8 ラック 

1/4 ラック 

1/2 ラック 

1 ラック 

利用者が自らまたはオプションサービスを利用

して当社のデータセンター内に設置したサーバ

設備（以下、「利用者サーバ設備」といいます）

を設置する当社データセンター内のラックスペ

ースおよびバックボーン・ネットワークとの接

続を提供するサービスです。（品目の内容につい

ては、当社ホームページ（「サービス一覧」より

ご確認いただけます）をご覧ください。） 

回線スタンダード 

プラン 

（回線共有型） 

100M スタンダード

1000M スタンダード

回線プレミアム 

プラン 

（帯域保証型） 

10M スタンダード 

10M プレミアム 

100M プレミアム 

1000M プレミアム 

オプションサービス 

機器設置代行 

コールドスタンバイ機切替代行 

ハードディスクデータ復旧 

電源容量拡張 

IP アドレス追加 

セキュリティアップデート 

ソフトウェアインストール 

コンテンツバックアップ 

ウイルススキャン 

IDC ストア 

ハウジングサービスにつき、各種作業代行、IP

アドレスの追加提供、電源容量拡張、作業用備

品等の販売、その他のオプションサービスを提

供するサービスです。（品目の内容については、

当社ホームページ（「サービス一覧」よりご確認

いただけます）をご覧ください。 

２．当社は、前項に定めのない本ハウジングサービスを提供する場合があります。その場
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合、当社と利用者の間で特に定める場合を除き、当該本ハウジングサービスについて

は、基本約款および本ハウジング約款が適用されるものとします。 
 
第３条（料金の支払期限） 
１．本ハウジングサービスの料金の支払形態が毎月払いの場合、利用者は、毎月１日から

末日までの利用に関する料金を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、

初回については、利用契約締結日から２週間以内に、２ヶ月分の料金（初期費用が発

生する場合、初期費用を含みます）を支払うものとします。 
２．本ハウジングサービスの料金の支払形態が年間一括払いの場合、利用者は、利用開始

日から翌年の同日の前日までの料金（初期費用が発生する場合、初期費用を含みます）

を、利用契約締結日から２週間以内に支払うものとします。ただし、契約期間が延長

される場合、２年目の支払いについては利用開始日の翌年の同日の属する月の前月末

日までに、３年目の支払いについては利用開始日の翌々年の同日の属する月の末日ま

でに当該料金を支払うものとし、以後も同様とします。 
 
第４条（最低利用期間） 
１．基本サービスの最低利用期間（基本約款第１４条）は、利用開始日から３ヶ月が経過

する日が属する月の末日までとします。 
２．オプションサービスのうち以下の品目の最低利用期間（基本約款第１４条）は、利用

開始日から３ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。 
i. コールドスタンバイ機切替代行 
ii. 電源容量拡張 
iii. セキュリティアップデート 
iv. コンテンツバックアップ 
v. ウイルススキャン 

 

第２章 基本サービス規定 
第５条（第三者の利用） 
１．利用者は、基本サービスの利用において、第三者に対し、以下の各号に該当する行為

をさせる場合（ID・パスワード等を発行する場合を含むが、これに限らない）、当該第

三者に対して基本約款に定める禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。 
i. 利用者サーバ設備に文章、画像、プログラム、データ等のコンテンツ（以下、「本

コンテンツ」といいます）をインストールする行為 
ii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツをインターネットに公開す

る行為 
iii. 利用者サーバ設備にインストールされた本コンテンツを用いて自己または他者の
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ために何らかの処理を行う行為 
iv. 前各号の行為を他者にさせる行為 
v. その他、利用者サーバ設備を利用する行為 

２．前項の第三者が禁止事項に該当する行為を行った場合、当該行為を利用者が行ったも

のとみなします。 
３．当社は、第１項の第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負わないものと

します。 
 
第６条（利用者サーバ設備等の維持管理） 
１．利用者は、利用者サーバ設備について、自己の責任と費用負担において設定・管理・

運用するものとします。 
２．利用者は、利用者サーバ設備の制御・調整その他利用に関するパスワードを、自己の

責任と費用負担において管理するものとします。 
３．利用者は、利用契約が終了したときは、当社が指定する日までに、利用者サーバ設備

を撤去するものとします。 
４．当社は、利用者が前項に規定する利用者サーバ設備の撤去を行わなかったときは、利

用者の費用負担をもって、当該利用者サーバ設備を処分し、または利用者(機器所有者)
に送付することができるものとします。 

５．利用者は、利用者サーバ設備上に保存されるデータ（個人情報、機密情報その他本ハ

ウジングサービスの提供開始以降に利用者サーバ設備上に保存されたすべてのデータ

をいい、以下、「利用者データ」といいます）を、自己の責任と費用負担において管理

するものとします。当社は、利用者データに対してなんら関与または関知するもので

はなく、利用者データの漏洩、滅失等もしくはこれらの予防またはこれらが発生した

場合の対応もしくは利用者データの復旧について、何ら責任を負うものではありませ

ん。 
 
第７条（現状変更） 
１．利用者は、当社データセンター設備につき以下の加工等を行う場合、事前に当社の書

面による承諾を得なければならないものとします。 
i. 造作の設置、除去、改造または取り替え 
ii. サーバ設備のうち、当社が別途定める管理規約（以下、「管理規約」といいます。）

所定の重量を超えるものの設置、増設または変更 
iii. 看板、掲示板、広告または標識の設置または変更 

２．前項の現状変更は、当社の指定または承認する設計者および施工者により、当社が指

定または承認する方法で行うものとします。なお、費用については利用者の負担とし

ます。 
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３．利用者が本条に違反して現状変更を行った場合は、当社は利用者の負担により原状に

回復することができるものとします。 
４．利用者は、当社データセンターの利用につき、管理規約を遵守するものとします。 
 
第３章 オプションサービス規定 
第１節 通則 
第８条（ソフトウェア等の利用） 
１．利用者は、オプションサービスにおいて提供される OS、ソフトウェア等（以下、これ

らを併せて「提供ソフトウェア等」といいます。）について、基本サービスにおいて自

らが利用する目的にのみ利用することが可能であり、提供ソフトウェア等に付随する

規約、ライセンス等において認められる範囲を超えてこれを利用することはできない

ものとします。 
２．提供ソフトウェア等に関する著作権その他の一切の権利は、提供ソフトウェア等の権

利者に帰属します。当社は、利用者に対し、これらの権利について譲渡、許諾等を行

うものではありません。ただし、提供ソフトウェア等の権利者が、利用者が提供ソフ

トウェア等を利用するにあたって当社からの許諾が必要であるとする場合には、当社

は、当該権利者の定めるところに従って、利用者に対し利用を許諾するものとします。 
３．利用者は、第１項または前項に定める利用者に認められた利用範囲を超えた提供ソフ

トウェア等の利用または前項に定める提供ソフトウェア等に関する権利を侵害したこ

とによって当社に損害を与えた場合、これを賠償する責任を負うものとします。 
 
第２節 機器設置代行（以下、本節において「本オプションサービス」といいます） 
第９条（サービス） 
１．本オプションサービスは、利用者の指示に基づき、利用者サーバ設備の当社データセ

ンター内のラックへの設置およびかかるラックからの撤去に伴う作業を代行するサー

ビスです。利用者との基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプション

サービスも当然に終了するものとします。  
２．利用者は、利用契約締結後当社と協議の上すみやかに、当社に対し、本オプションサ

ービスを行うために必要な内容を記載した作業指示書を提出するものとし、当社は当

該作業指示書に基づき本オプションサービスを提供するものとします。ただし、当社

は、本オプションサービスの趣旨に反する作業については、提供を断る場合がありま

す。 
３．前項の作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行います。利

用者は、当社に対し、当該通知の発信後１４日以内に作業指示書どおりに作業がなさ

れたことを確認の上その旨当社に通知するものとし、かかる通知が当該期間内になさ

れ、またはなされないまま当該期間が経過した場合は、作業指示書どおりに瑕疵なく



5 
 

作業がなされたものとみなします。 
４．当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、利用者サーバ設備が正常

に稼動することを何ら保証するものではなく、当該設備の故障および不具合ならびに

当該設備に記録されているデータの損壊および消失について、損害賠償その他何らの

責任を負うものではありません。 
５．第１項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送

に要する費用については、利用者が負担するものとします。 
 
第３節 コールドスタンバイ機切替代行（以下、本節において「本オプションサービス」

といいます） 
第１０条（サービス） 
１．本オプションサービスは、利用者がラック内に設置した利用者サーバ設備に故障また

は不具合が発生した場合に、あらかじめ利用者において隣接するラック内に設置して

ある予備の利用者サーバ設備（コールドスタンバイ機）との切替作業のみを行うもの

であり、当該作業後のネットワーク接続検証等の作業は、利用者自ら行うものです。

利用者との基本サービスの利用契約がすべて終了した場合、本オプションサービスも

当然に終了するものとします。 
２．利用者は、利用契約締結後すみやかに、当社に対し、本オプションサービスを行うた

めに必要な内容を指示するものとし、当社は当該指示に基づき本オプションサービス

を提供するものとします。ただし、当社は、ソフトウェアのインストール、設定、設

定状況の確認等ソフトウェアに関する作業その他当社所定の作業については、行いま

せん。 
３．前項の指示による作業が完了した場合、当社は、利用者に対し、作業完了の通知を行

います。利用者は、当社に対し、当該通知の発信後１４日以内に利用者の指示どおり

に作業がなされたことを確認の上その旨当社に通知するものとし、かかる通知が当該

期間内になされ、またはなされないまま当該期間内が経過した場合は、当該指示どお

りに瑕疵なく作業がなされたものとみなします。 
４．当社は、当社が本オプションサービスを提供するにあたり、コールドスタンバイ機が

正常に稼動することを何ら保証するものではなく、故障または不具合が発生した利用

者サーバ設備またはコールドスタンバイ機の故障および不具合ならびにこれらの利用

者サーバ設備に記録されているデータの損壊および消失については損害賠償その他何

らの責任を負うものではありません。 
５．第１項の利用者サーバ設備の利用者から当社への送付および当社から利用者への返送

に要する費用については、利用者が負担するものとします。 
 
第４節 ハードディスクデータ復旧（以下、本節において「本オプションサービス」とい
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います） 
第１１条（契約） 
１．本オプションサービスは、株式会社データ復旧センター（以下、本節において「サー

ビス提供元」といいます）が提供するものであり、利用者は、本オプションサービス

を申し込むにあたり、サービス提供元の定める規約に同意する必要があります。 
２．利用者は、前項の利用契約を締結するにあたり、サービス提供元の定める規約に同意

する必要があります。 
３．本オプションサービスを利用することによって発生する問題等については、当社がハ

ードディスクの取り外し、取り付け等の作業を行った場合であっても、当社は何ら責

任を負わず、利用者は、その理由の如何を問わず、当社に対し苦情の申立ておよび損

害賠償等の請求を一切行わないものとします。 
 
第１２条（料金および支払い） 
１．利用者は、サービス提供元に対し、本オプションサービスの料金を、サービス提供元

の指定する方法により、支払う必要があります。 
 
第５節 IPアドレス追加（以下、本節において「本オプションサービス」といいます） 
第１３条（設定） 
１．本オプションサービスにより利用者に割り当てられた IP アドレスに関する利用者サー

バ設備上での設定等は、利用者が行うものとします。 
 
第６節 セキュリティアップデート（以下、本節において「本オプションサービス」とい

います） 
第１４条（保証） 
１．本オプションサービスは、当社と利用者の合意により対象とした OS および各種アプリ

ケーション・ソフトウェア（以下、本節において併せて「対象ソフトウェア」といい

ます。なお、対象とすることが可能なソフトウェアについては、当社ホームページ（「サ

ービス一覧」よりご確認いただけます）をご覧ください。）につき、対象ソフトウェアの提供元

による指示に従ってアップデート作業を実施するものであり、システムへのクラッキ

ング等を含む利用者サーバ設備に対する脅威の防止を何ら保証するものではありませ

ん。 
２．対象ソフトウェアの提供元によるアップデート版の公開から本オプションサービスに

おけるアップデート作業が完了するまでの間に、当該アップデート作業によって対策

が施されるべきセキュリティホール等が悪用され、利用者に損害等が発生した場合で

あっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 
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第７節 ソフトウェアインストール（以下、本節において「本オプションサービス」とい

います） 
第１５条（瑕疵・保証） 
１．本オプションサービスを利用する際、利用者は、当社に対し、当社所定の作業依頼書

にインストールを希望するソフトウェアの特定その他のインストール作業を行うため

に必要な事項を記載して提出するものとし、当社は当該作業依頼書に基づきインスト

ール作業を行うものとします。当該作業において、当社の責めに帰すべき事由による

不具合等が発生した場合、作業完了日を含む１０営業日以内に利用者が当社に通知し

たことを条件に、当社は修正作業を行います。 
 
第８節 コンテンツバックアップ（以下、本節において「本オプションサービス」といい

ます） 
第１６条（バックアップデータ） 
１．本オプションサービスは、日に一度、特定の時間帯に、本オプションサービスの対象

である利用者サーバ設備上の利用者があらかじめ指定した領域に記録されるデータ

（以下、本節において「元データ」といいます）を、当社の本オプションサービス向

けサーバ設備に複製および記録（以下、本節において「バックアップ」といいます）

するものです。 
２．バックアップは、都度既存バックアップデータを削除のうえで実施されるものであり、

既存バックアップデータに関する世代管理、更新履歴管理等は行われないものとしま

す。 
３．利用者は、バックアップデータが記録されるサーバへのログインおよびバックアップ

データの取得を自ら行うことはできず、当該バックアップデータを取得する必要が発

生する都度、当社へ当該バックアップデータの提供を要請するものとします。 
４．当社は、本オプションサービスにおいて、元データとバックアップデータの一致また

は整合性を保証するものではありません。 
 
第９節 ウイルススキャン（以下、本節において「本オプションサービス」といいます） 
第１７条（料金および支払期限） 
１．本オプションサービスの料金は、その月の利用期間にかかわらず、１ヶ月分発生する

ものです。 
２．基本サービスの支払いが毎月払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期限ま

でに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支払う

ものとします。その後の支払期限および支払方法は、基本サービスと同様とします。

なお、初回支払い分の料金の請求については、基本サービスとは別に行われるものと

します。 
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３．基本サービスの支払いが年間一括払いの場合、利用者は、当社が利用者に通知した期

限までに、利用開始日の属する月の料金を、基本サービスと同様の支払方法により支

払うものとします。その後の支払いについては、料金の請求は基本サービスとは別に

行なわれるものとし、利用者は、毎月末日までに、基本サービスと同様の支払方法に

より当該請求金額を支払うものとします。 
 
第１８条（検出・駆除） 
１．本オプションサービスにおけるウイルス等の検出および駆除は、当社が Kaspersky 

Labs Japan社から提供を受け当社システムに適用済のウイルス定義に含まれるウイル

ス等のみを対象としており、 全てのウイルス等を検出または駆除ができることを保証

するものではありません。 
２．本オプションサービスによるウイルス等の検出または駆除には利用者の電子ファイル

の変更または削除を伴うことがあり、検出または駆除されたファイルを復元すること

はできません。 
 
第１０節 IDCストア（以下、本節において「本オプションサービス」といいます） 
第１９条（サービス） 
１．本オプションサービスは、利用者が当社データセンター内で利用するための LAN ケー

ブル、OA タップ、ラック用棚板、ケーブルホルダ等の製品の当社データセンター内で

の利用者への販売または利用者サーバ設備へのラベル貼り、利用者サーバ設備の梱包、

発送等の作業の代行を行うサービスです。（販売する製品や代行可能な作業の内容につ

いては、当社ホームページ（「サービス一覧」よりご確認いただけます）をご覧ください。） 
２．本節の各条は、基本サービスの利用契約に基づき適用されるものとします。 
 
第２０条（支払方法） 
１．本オプションサービスの請求に関しては、本オプションサービス利用日が属する月の

翌月に、基本サービスと合算して請求が行なわれるものとします。なお、当該請求月に

おいて基本サービスの請求が発生しない場合は、当社は当該本オプションサービスのみ

の請求を行なうものとし、利用者は当該請求金額を基本サービスと同様の支払い方法に

よって支払うものとします。 
 
第２１条（保証） 
１．当社は、本オプションサービスにて販売する各製品について、いかなる保証も行うも

のではありません。各製品の保証は、各製品に添付の保証条件に基づいて、各製品の

製造元が行うものに限られます。 
２．当社は、本オプションサービスの機材発送代行（利用者が指定する利用者サーバ設備
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を梱包したうえで、利用者が指定する住所に送付するもの）における輸送につき、い

かなる保証も行うものではありません。輸送対象の滅失または毀損に関する保証は、

運送を実施する運送事業者が行うものに限られます。 
 
附 則 
第１条（適用開始） 
この約款は、平成２２年１２月９日から適用されたハウジングサービス約款を改正したも

のであり、基本約款第 4 条に基づき、平成２３年８月３０日より適用されます。 


